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『
吾
妻
鏡
』
災
異
記
事
の
編
纂
方
針
及
び
意
義

王
　
　
　
玉
　
玲

　
は
じ
め
に

　

古
代
の
日
本
に
お
い
て
、
天
変
・
地
異
の
よ
う
な
自
然
現
象
は
神
秘
的
な
意
味
が
付
け
ら
れ
、
神
々
の
意
志
の
示
現
ま
た
は
災
厄
の
徴
候
と

認
識
さ
れ
て
い
（
（
（
た
。
中
国
天
人
相
関
の
災
異
思
（
（
（
想
の
受
容
に
し
た
が
っ
て
、
天
変
・
地
異
な
ど
の
自
然
現
象
が
あ
ら
た
め
て
災
異
と
認
識
さ
れ
、

災
異
現
象
に
関
す
る
記
録
が
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
紀
か
ら
次
第
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
（
（
（
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
皮
切
り
と
し
て
、
以
降
の
諸

史
料
、
公
家
の
記
録
で
あ
ろ
う
と
、
武
家
の
史
書
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
も
災
異
関
連
の
記
事
が
見
え
る
。

　

災
（
（
（
異
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
律
令
期
の
災
異
及
び
そ
の
対
処
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
論
考
が
多
数
あ
（
（
（
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
関
す
る
研
究

は
比
較
的
少
な
（
（
（
い
。
そ
の
う
ち
、
鎌
倉
幕
府
の
災
異
を
中
心
と
し
た
考
察
は
山
田
雄
司
氏
の
「
鎌
倉
時
代
の
怪
異
」
と
い
う
論
考
に
し
か
見
ら

れ
な
い
。
氏
は
『
吾
妻
鏡
』
を
通
し
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
を
は
じ
め
と
し
た
、
幕
府
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
寺
社
で
の
怪
異
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
そ
れ
ら
の
怪
異
は
幕
府
や
将
軍
の
運
命
に
関
連
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鎌
倉
幕
府
の
災
異
及
び
災
異
意
識
は
、
古
代
の
朝
廷
、

と
く
に
院
政
期
に
形
成
さ
れ
た
伝
統
の
踏
襲
で
あ
（
（
（
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
武
家
及
び
幕
府
自
身
の
歴
史
を
も
と
に
し
て
築
い
て
き
た
幕
府
特
有
の
災
異
に
つ
い
て
は
、
氏
の
論
考
に
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な

い
。
さ
ら
に
、『
吾
妻
鏡
』
は
後
世
の
編
纂
物
で
あ
り
、
多
く
の
顕
彰
や
曲
筆
が
あ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
（
（
（
る
た
め
、
扱
う
際
に

は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
出
産
と
元
服
記
事
が
特
定
の
人
物
を
特
筆
す
（
（
（
る
た
め
に
利
用
さ
れ

た
（
（（
（

と
い
う
説
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
災
異
記
事
が
特
定
の
意
図
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
解
明
す
る
必
要
も
あ
る
。
も
し
特
筆
が
あ

れ
ば
、
そ
の
災
異
記
事
は
『
吾
妻
鏡
』
の
中
で
い
か
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
如
何
な
る
方
針
で
編
纂
さ
れ
た
か
が
問
題
に
な
る
。
そ

こ
で
本
稿
は
『
吾
妻
（
（（
（
鏡
』
を
通
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
災
異
を
探
り
つ
つ
、
災
異
現
象
を
記
す
記
事
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
、
災
異
記
事
の
編
纂

方
針
及
び
そ
の
意
義
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
一
　
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
災
異

　
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
災
異
現
象
は
、
天
変
、
災
害
、「
怪
（
（（
（
異
」
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
は
、
幕
府
が
災
異
と
み
な
し
た
も

の
は
朝
廷
の
も
の
と
は
大
き
な
相
違
が
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
六
月
八
日
条
に
「
同
日
戌
尅
。
鎌
倉
雷

落
二

于
右
京
兆
舘
之
釜
殿
一

。
疋
夫
一
人
爲
レ

之
被
レ

侵
畢
」
と
記
さ
れ
て
い
る
北
条
義
時
の
屋
敷
に
落
ち
た
落
雷
に
対
し
て
、
大
江
広
元
は
「
全

非
二

怖
畏
之
限
一

、
就
レ

中
此
事
。
於
二

關
東
一

爲
二

佳
例
一

歟
。
文
治
五
年
。
故
幕
下
將
軍
征
二

藤
泰
衡
一

之
時
。
於
二

奥
州
軍
陣
一

雷
落
訖
」
と
い
う

見
解
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
奥
州
合
戦
で
幕
府
が
勝
利
を
お
さ
め
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
落
雷
は
災
異
ど
こ
ろ
か
、
合
戦
勝
利
を
予
兆
す
る
祥

瑞
と
言
っ
て
も
よ
い
現
象
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
北
条
義
時
を
追
討
せ
よ
と
い
う
後
鳥
羽
上
皇
の
宣
旨
に
対
し
て
、
幕
府
は
総
力
を

あ
げ
て
反
撃
し
た
よ
う
に
、
こ
の
落
雷
は
北
条
義
時
で
は
な
く
、
幕
府
の
戦
事
の
勝
負
に
も
か
か
わ
る
現
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
く
か
ら
そ
の
す
さ
ま
じ
い
威
力
で
恐
れ
ら
れ
て
神
化
さ
れ
た
（
（（
（
り
、
天
人
相
関
説
の
影
響
で
災
異
化
さ
れ
た
（
（（
（
り
し
た
落

雷
は
、
幕
府
の
吉
事
の
前
兆
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
「
兵
革
」
の
兆
し
と
さ
れ
る
災
異
と
し
て
、「
魚
怪
」、「
黄
蝶
怪
」
が
と
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

﹇
史
料
一
﹈
宝
治
元
年
五
月
二
十
九
日
条

去
十
一
日
。
陸
奥
國
津
輕
海
邊
。
大
魚
流
寄
。
其
形
偏
如
二

死
人
一

。
先
日
由
比
海
水
赤
色
事
。
若
此
魚
死
故
歟
。
隨
而
同
比
。
奥
州
海
浦

波
濤
。
赤
而
如
レ

紅
云
々
。
此
事
則
被
レ

尋
二

古
老
一

之
處
。
先
規
不
快
之
由
申
レ

之
。
所
謂
文
治
五
年
夏
有
二

此
魚
一

。
同
秋
泰
衡
誅
戮
。
建
仁

三
年
夏
又
流
來
。
同
秋
左
金
吾
有
二

御
事
一

。
建
保
元
年
四
月
出
現
。
同
五
月
義
盛
大
軍
。
殆
爲
二

世
御
大
事
一
云
々

﹇
史
料
二
﹈
宝
治
元
年
三
月
十
七
日
条

黄
蝶
群
飛
。
幅
假
令
一
許
丈
。
列
三
段
許
。
凡
充
二

滿
鎌
倉
一

。
是
兵
革
兆
也
。
承
平
則
常
陸
下
野
。
天
喜
亦
陸
奥
出
羽
四
箇
國
之
間
有
二

其
怪
一

。

將
門
貞
任
等
及
二

闘
戰
一

訖
。

　

史
料
一
、二
に
見
ら
れ
る
「
魚
怪
」・「
黄
蝶
怪
」
が
現
れ
た
翌
月
の
六
月
に
宝
治
合
戦
が
起
き
た
の
で
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば
、「
魚
怪
」・

「
黄
蝶
怪
」
は
ま
さ
に
幕
府
の
兵
事
の
前
兆
で
あ
っ
た
。
た
だ
、「
魚
怪
」
の
先
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
奥
州
合
戦
、
源
頼
家
の
失
脚
及
び
和
田

合
戦
に
対
し
て
、「
黄
蝶
怪
」
の
先
例
と
さ
れ
た
の
は
、
幕
府
の
歴
史
上
の
戦
事
で
は
な
く
、
承
平
の
乱
な
ど
の
武
家
の
歴
史
上
の
戦
い
で
あ
る
。

こ
の
「
魚
怪
」・「
黄
蝶
怪
」
に
関
す
る
災
異
記
事
か
ら
、
幕
府
は
先
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
災
異
現
象
を
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
同

時
に
、
幕
府
は
自
身
の
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
武
家
の
歴
史
を
も
念
頭
に
置
い
て
独
自
の
先
例
、
さ
ら
に
独
特
の
災
異
認
識
を
確
立
し
て
き
た

と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
吾
妻
鏡
』
の
災
異
記
事
か
ら
読
み
取
れ
る
幕
府
の
災
異
認
識
に
は
、
編
纂
者
の
理
解
が
入
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
特
定
の
編
纂
意
図
に
よ
っ
て
、
災
異
記
事
が
配
置
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
吾
妻
鏡
』
の
災
異
記

事
の
信
憑
性
は
さ
て
お
き
、
災
異
記
事
の
編
纂
方
針
及
び
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
。
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二
　『
吾
妻
鏡
』
災
異
記
事
の
編
纂
方
針

　
『
平
戸
（
（（
（
記
』
は
鎌
倉
時
代
の
公
家
平
経
高
の
日
記
で
あ
る
。
現
存
す
る
内
容
は
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
十
二
月
か
ら
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）

三
月
ま
で
の
歴
史
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
記
述
は
断
片
的
で
、
欠
落
が
多
数
あ
る
も
の
の
、
関
東
の
出
来
事
に
関
す
る
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る

の
で
、
幕
府
さ
ら
に
公
家
の
視
点
か
ら
見
た
幕
府
を
考
察
す
る
に
は
、『
平
戸
記
』
が
有
効
な
手
が
か
り
と
な
（
（（
（
る
。『
平
戸
記
』
に
よ
れ
ば
、「
三

合
（
（（
（
年
」
と
さ
れ
た
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
記
事
に
お
い
て
は
、
災
異
現
象
に
関
す
る
も
の
が
と
り
わ
け
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
京
都
の

み
な
ら
ず
、
関
東
に
起
き
た
災
異
現
象
も
何
箇
所
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
当
該
時
期
の
記
事
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、『
平
戸
記
』
に
言
及
さ

れ
た
関
東
の
災
異
現
象
に
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
に
は
現

象
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、『
平
戸
記
』
に
は
公
家
た
ち
の
評
価
が
見
え
る
。
そ
こ
で
、『
吾
妻
鏡
』
と
『
平
戸
記
』
の
寛
元
三
年

の
年
頭
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
関
東
の
災
異
現
象
を
取
り
上
げ
て
対
照
し
な
が
ら
、
改
め
て
幕
府
の
災
異
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
平
戸
記
』
と
『
吾
妻
鏡
』
の
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
年
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
関
東
の
災
異
現
象
は
【
表
１
】
か
ら
分
か
る
。
両
者
の

記
録
を
対
照
し
て
み
る
と
、
寛
元
三
年
正
月
の
雷
鳴
と
大
風
は
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
雷
鳴
の
回
数
と
い
う
正
確
性
を
要
す
る
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
相
違
が
あ
る
が
、
寛
元
三
年
正
月
に
関
東
に
お
い
て
雷
鳴
が
何
度
も
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
疑
う
余
地
が
な
い
。
ま
た
、
大
雪
及
び
鳥
居

の
顛
倒
が
『
平
戸
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
当
時
の
出
来
事
を
記
す
『
平
戸
記
』
の

性
格
を
考
え
合
わ
せ
、
寛
元
三
年
正
月
に
お
け
る
関
東
の
災
異
現
象
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
と
、
雷
鳴
、
大
風
、
大
雪
、
地
震
、
月
蝕
、
客

星
の
出
現
と
鳥
居
の
顛
倒
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
平
戸
記
』
に
よ
れ
ば
、「
又
正
月
雷
鳴
事
賴
朝
卿
事
之
時
者
元
日
也
、
賴
家
卿
事
之
時
者
三
日
也
、
實
朝
公
事
之
時
者
八
日
也
」、「
故

實
朝
凶
事
之
時
、
前
年
冬
十
二
月
歟
、
於
二

關
東
一

雷
鳴
雪
中
有
此
聲
、
義
時
朝
臣
并
居尼
二
品
事
之
時
、
又
前
年
冬
雷
鳴
云
（
（（
（
々
」
と
い
う
関
東
の
冬
・

正
月
の
雷
鳴
に
関
す
る
先
例
を
も
と
に
し
て
、「
代
々
正
月
雷
鳴
之
時
、
將
軍
有
レ

災
」、「
冬
雷
鳴
、
武
家
必
有
レ

事
（
（（
（

」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
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冬
・
正
月
の
雷
鳴
は
災
禍
の
前
兆
で
あ
り
、
と
く
に
幕
府
の
将
軍
や
要
人
に
関
わ
る
災
い
の
予
兆
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

さ
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
参
照
し
つ
つ
、『
平
戸
記
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
関
東
雷
鳴
の
先
例
を
確
認
し
て
み
る
と
、【
表
2
】
の
通
り

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
源
頼
家
・
九
条
義
時
・
九
条
政
子
が
亡
く
な
る
前
の
冬
或
い
は
正
月
に
あ
っ
た
雷
鳴
が
両
方
の
記
録
に
見
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、『
平
戸
記
』
の
記
録
に
基
づ
き
、【
表
2
】
に
見
ら
れ
る
源
頼
朝
を
は
じ
め
と
し
た
人
々
の
変
事
が
起
こ
る
前
の
冬
或
い
は
正
月
に
雷
鳴

が
轟
い
た
と
推
断
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
先
例
を
重
ん
じ
る
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
、
幕
府
要
人
の
凶
事
の
前
の
冬
・
正
月
に
雷
鳴
が
度
々
現
れ

た
と
す
れ
ば
、
冬
・
正
月
の
雷
鳴
が
所
詮
将
軍
と
得
宗
を
中
心
と
し
た
武
家
に
関
わ
る
災
異
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の

よ
う
な
認
識
は
公
家
だ
け
で
は
な
く
、
武
家
に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
吾
妻
鏡
』
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
年
頭
の
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る
雷
鳴
、
強
風
、
地
震
、
月
蝕
、
客
星
出
現
な
ど
の
災
異

現
象
の
中
で
、
祈
祷
が
行
わ
れ
て
対
処
さ
れ
た
の
は
客
星
出
現
だ
け
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
寛
元
三
年
正
月
の
雷
鳴
は
災
異
と
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
冬
・
正
月
の
雷
鳴
記
事
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
自
然
現
象
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
災
異
と
さ
れ
て
い
た
例
外
的
な
雷
鳴
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

﹇
史
料
三
﹈
承
久
三
年
正
月
二
十
二
日
条

　
　

依
二

去
十
日
雷
鳴
變
一

。
始
二

行
祈
祷
等
一

。

﹇
史
料
四
﹈
寛
喜
元
年
十
二
月
十
日
条

　
　

依
二

去
四
日
雷
電
一

。
爲
二

世
上
御
祈
一

。
近
國
一
宮
立
二

奉
幣
御
使
一

。

﹇
史
料
五
﹈
寛
喜
二
年
十
一
月
十
八
日
条

　
　

申
尅
雷
鳴
。
入
レ

夜
暴
風
雷
雨
甚
。
冬
至
雷
。
殊
變
異
也
。

﹇
史
料
六
﹈
寛
喜
三
年
十
二
月
三
十
日
条

　
　

今
夜
戌
亥
兩
時
。
甚
雨
雷
鳴
。（
中
略
）
大
晦
夜
雷
鳴
。
爲
二

殊
重
變
一

之
由
云
（
（（
（
々
。　
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そ
こ
で
、『
吾
妻
鏡
』
の
災
異
記
事
の
編
纂
に
お
け
る
方
針
を
考
え
て
み
た
い
。『
平
戸
記
』
に
見
ら
れ
る
「
正
月
雷
鳴
之
時
、
將
軍
有
レ

災
」、

「
冬
雷
鳴
、
武
家
必
有
レ

事
」
な
ど
の
災
異
認
識
は
、
公
家
・
武
家
を
問
わ
ず
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
の
災
異
記
事

か
ら
は
か
か
る
認
識
は
一
切
見
て
取
れ
な
い
。
災
異
現
象
と
と
も
に
災
異
の
予
兆
が
当
た
っ
た
先
例
を
記
録
す
る
『
平
戸
記
』
に
対
し
て
、『
吾

妻
鏡
』
は
災
異
現
象
と
災
異
対
処
だ
け
を
記
す
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
た
が
っ
て
『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
、
将
軍
・
得
宗
と
い
う
幕
府
要

人
の
運
命
に
か
か
わ
っ
た
災
異
現
象
は
編
纂
段
階
で
災
異
と
せ
ず
に
記
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
災
異
現
象
を
記
す
が
、
災
異
現
象
の
効
験

な
ど
を
削
除
す
る
と
い
う
こ
と
を
『
吾
妻
鏡
』
災
異
記
事
の
基
本
的
な
編
纂
方
針
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
ら
か
に
災
異
と
さ
れ
た
雷
鳴
は
わ
ず
か
し
か
な
い
が
、
そ
の
例
外
の
中
で
、
史
料
三
に
記
さ
れ
て
い
る
「
雷
鳴
変
」
が
と
く

に
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
の
同
正
月
二
十
二
日
に
「
依
二

去
十
日
雷
鳴
變
一

。
始
二

行
祈
祷
等
一

。
天
地
災
變
祭
泰
貞
。
三
萬
六
千
神

祭
晴
吉
。
屬
星
祭
親
職
。
泰
山
府
君
祭
宣
賢
。
天
冑
地
府
祭
重
崇
也
。
又
於
二

鶴
岳
宮
一

。
令
下
二

供
僧
等
一

轉
讀
中

大
般
若
經
上

」
と
い
う
比
較
的

大
き
な
規
模
の
対
処
祈
祷
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
規
模
の
祈
祷
儀
式
は
鎌
倉
に
お
い
て
初

め
て
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
た
び
の
「
雷
鳴
変
」
は
如
何
な
る
原
因
で
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
何
ら
か
特

別
な
意
義
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
【
表
3
】
に
示
し
た
通
り
、
実
際
に
源
実
朝
が
殺
害
さ
れ
て
以
来
、
鎌
倉
で
は
火
災
な
ど
の
災
異
現
象
が
頻
発
し
て
い
た
。
承
久
二
年

（
一
二
二
〇
）
十
二
月
四
日
条
に
「
去
今
年
鎌
倉
中
火
事
無
レ

絶
。
纔
雖
レ

有
二

遅
速
一

。
遂
無
二

免
所
一

。
匪
二

直
也
事
一

歟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
以
来
、
鎌
倉
に
火
災
が
絶
え
ず
、
被
災
を
免
れ
た
所
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
承
久
二
年
年
末
・
承
久
三

年
年
頭
に
至
っ
て
、
鎌
倉
に
は
不
安
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
寵
妃
伊
賀
局
（
舞
女
亀
菊
）
の
所
領
で
あ
る
摂

津
国
長
江
・
倉
橋
両
荘
園
の
地
頭
を
免
職
し
て
地
頭
を
廃
止
せ
よ
と
い
う
後
鳥
羽
の
要
求
が
承
久
元
年
三
月
に
北
条
義
時
に
拒
絶
さ
れ
（
（（
（
た
。
次

い
で
、
八
月
十
六
日
、
熊
野
山
が
湯
浅
宗
光
の
処
罰
を
要
求
し
た
た
め
、
後
鳥
羽
は
宗
光
を
対
馬
流
罪
に
処
し
た
。
こ
の
処
分
に
対
し
て
、
義

時
は
同
二
十
三
日
付
け
で
主
税
頭
宛
て
の
書
状
を
出
し
て
抗
議
し
て
い
た
。
そ
し
て
九
月
十
九
日
に
、
宗
光
の
子
宗
成
に
父
の
所
職
を
安
堵
し
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た
（
（（
（

。
さ
ら
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
長
江
・
倉
橋
両
荘
の
地
頭
廃
止
を
求
め
る
に
は
、
上
皇
の
宣
旨
が
二
度
下
さ
れ
、
二
度
も
拒
否
さ

れ
（
（（
（
た
。
つ
ま
り
、
地
頭
改
補
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
朝
幕
間
の
駆
け
引
き
に
お
い
て
は
、
上
皇
の
叡
慮
が
何
度
も
拒
ま
れ
た
の
で

あ
る
。
後
鳥
羽
と
義
時
、
さ
ら
に
朝
廷
と
幕
府
と
の
間
の
緊
張
感
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
か

ら
鎌
倉
に
浮
い
て
き
た
不
安
な
雰
囲
気
と
後
鳥
羽
と
幕
府
と
の
対
峙
と
は
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

　

同
時
に
、
承
久
年
間
に
後
鳥
羽
の
主
催
で
修
さ
れ
た
修
法
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
承
久
元
年
か
ら
密
教
の
修
法
が
多
く
行
わ
れ
、
承
久

元
年
の
修
法
の
回
数
は
群
を
抜
い
て
二
十
七
回
に
も
及
ぶ
。
さ
ら
に
様
々
な
修
法
に
お
い
て
は
、
調
伏
的
な
も
の
が
多
か
っ
（
（（
（
た
。「
幕
府
に
対

す
る
明
白
な
挑
発
行
（
（（
（
為
」
と
言
わ
れ
る
地
頭
改
補
要
求
の
上
に
、
多
数
の
調
伏
法
を
修
し
た
上
皇
の
挙
動
を
、
幕
府
が
全
然
知
ら
な
い
は
ず
が

な
か
ろ
う
。
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
正
月
十
日
の
雷
鳴
変
に
対
す
る
大
い
な
る
対
処
は
、
後
鳥
羽
の
調
伏
的
な
修
法
に
対
抗
し
よ
う
と
す
（
（（
（
る

た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

京
都
か
ら
の
急
使
が
鎌
倉
に
着
い
た
五
月
十
九
日
以
前
、
京
都
の
動
静
に
対
す
る
幕
府
の
反
応
が
『
吾
妻
鏡
』
に
は
一
切
見
て
取
れ
な
い
。

上
皇
の
討
幕
に
対
し
て
、
幕
府
は
全
く
受
動
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
承
久
元
年
以
来
の
諸
情
勢
に
関
し
て
、
幕
府
の

上
層
部
が
無
神
経
で
何
も
察
し
て
い
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
承
久
二
年
の
年
末
或
い
は
承
久
三
年
の
年
頭
に
は
、
後
鳥
羽
の
討
幕
の
動
向

は
す
で
に
幕
府
に
察
知
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
義
時
を
は
じ
め
と
し
た
幕
府
の
首
脳
部
は
こ
の
日
が
来
る
べ
き
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
追
討
の
宣
旨
に
対
し
て
、
す
ば
や
い
対
応
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
承
久
の
乱
の
際
に
、
朝
廷
に
敵
対
す
る
の
で
は
な
く
、

上
皇
に
義
時
の
こ
と
を
讒
言
し
た
近
臣
を
罰
す
る
の
だ
と
い
う
幕
府
の
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
皇
か
ら
追
討
を
受
け
る
よ
う
な
罪
科
が

ま
っ
た
く
な
い
こ
と
を
主
張
す
（
（（
（
る
た
め
に
、
幕
府
の
落
ち
度
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
上
皇
に
対
抗
す
る
よ
う
な
祈
祷
を
行
っ
た
こ
と
を
『
吾
妻

鏡
』
に
明
記
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

要
す
る
に
、
幕
府
要
人
の
凶
事
だ
け
で
は
な
く
、
幕
府
の
戦
事
│
│
承
久
の
乱
│
│
の
前
に
も
起
き
た
雷
鳴
は
、
ま
さ
し
く
武
家
の
変
事
を

予
兆
す
る
災
異
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
災
異
を
記
録
す
る
場
合
に
は
、
災
異
現
象
と
そ
の
徴
候
と
な
る
災
禍
と
の
関
連
付
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け
は
明
ら
か
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
。
災
異
現
象
だ
け
を
記
す
と
い
う
の
は
、
災
異
記
事
に
関
す
る
基
本
的
な
編
纂
方
針
と
な
る
。
し
か
し
、
災

異
記
事
の
背
後
に
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
意
図
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
多
く
の
雷
鳴
が
災
異
と
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
、
雷
鳴
と
武
家
の
凶

事
と
の
関
係
を
否
定
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
特
定
の
編
纂
意
図
に
よ
っ
て
、
災
異
現
象
に
対

す
る
取
捨
選
択
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
採
択
さ
れ
た
災
異
現
象
を
探
っ
て
み
る
。

　
三
　
採
択
さ
れ
た
災
異
現
象

　
『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
は
執
権
政
治
期
に
確
立
を
見
た
家
々
の
立
て
直
し
と
い
う
意
図
に
沿
っ
て
な
さ
れ
（
（（
（
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
災
異

記
事
に
登
場
し
て
き
た
人
物
を
手
が
か
り
に
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

人
物
を
糸
口
に
し
て
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
災
異
記
事
を
ま
と
め
て
み
る
と
、【
表
4
】
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
災
異
記
事
に
登
場
し

て
き
た
人
物
の
多
く
は
将
軍
家
と
得
宗
家
で
あ
り
、
災
異
現
象
発
生
の
場
所
は
ほ
と
ん
ど
将
軍
家
の
御
所
又
は
得
宗
家
の
御
亭
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
、
幕
府
要
人
の
邸
宅
を
中
心
に
、
将
軍
家
と
得
宗
家
に
関
わ
り
そ
う
な
災
異
現
象
が
と
く
に
注
目
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

し
か
し
【
表
4
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
将
軍
や
得
宗
で
は
な
い
人
物
も
災
異
記
事
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
十
一

月
十
八
日
条
に
「
今
暁
於
二

大
庭
平
太
景
能
宅
庭
一

。
狐
斃
」、
ま
た
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
正
月
五
日
条
に
「
工
藤
左
衛
門
尉
祐
經
家
。
恠

鳥
飛
入
」
と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
箇
条
の
記
事
に
出
て
く
る
大
庭
景
義
（
景
能
と
も
表
記
）（【
表
4
】・﹇
１
﹈）
と
工
藤
祐

経
（【
表
4
】・﹇
２
﹈）
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
有
力
な
御
家
人
で
、
源
頼
朝
の
あ
つ
い
信
頼
を
得
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　

大
庭
景
義
は
頼
朝
の
時
期
に
お
い
て
長
老
格
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
に
関
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
奥
州
出

征
の
直
前
に
提
出
し
た
「
軍
中
聞
二

將
軍
之
令
一

。
不
レ

聞
二

天
子
之
詔
（
（（
（

一

」
と
い
う
進
言
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
大
庭
景
義
に
か
か
わ
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る
怪
異
は
文
治
四
年
即
ち
奥
州
征
伐
の
前
年
に
現
れ
た
。
ま
た
工
藤
祐
経
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
怪
鳥
が
彼
の
家
に
飛
ん
で
き
た
と
い
う
怪

異
が
現
れ
た
建
久
四
年
の
五
月
に
、
有
名
な
曽
我
兄
弟
の
敵
討
ち
の
事
件
が
起
こ
り
、
工
藤
祐
経
は
二
人
の
兄
弟
に
殺
害
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
二
箇
所
の
災
異
記
事
は
奥
州
合
戦
と
曽
我
兄
弟
の
敵
討
ち
に
ま
つ
わ
る
挿
話
と
し
て
配
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
る
。

　

次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
得
宗
の
流
れ
で
は
な
い
北
条
時
盛
（【
表
4
】・﹇
３
﹈）
に
か
か
わ
っ
た
怪
異
で
あ
る
。
寛
元
五
年
（
一
二
四
七
）

正
月
三
十
日
に
「
越
後
入
道
勝
圓
。
佐
介
亭
後
山
。
光
物
飛
行
」
と
い
う
奇
怪
な
現
象
が
あ
っ
た
。
こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
「
越
後
入
道
勝
圓
」

は
北
条
氏
佐
介
流
の
祖
、
北
条
時
盛
で
あ
る
。
時
盛
は
北
条
時
房
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
京
に
留
ま
る
こ
と
が
多
く
、
幕
政
に
は
あ
ま

り
関
与
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
の
息
子
た
ち
も
同
様
に
幕
政
の
中
枢
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
（
（（
（
た
。
か
く
し
て
、
災
異
記
事
に
お
け
る
北
条
時

盛
の
登
場
自
体
が
不
思
議
で
あ
る
。
だ
が
、
宝
治
合
戦
の
前
に
頻
発
し
た
多
数
の
災
異
現
（
（（
（
象
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
を
宝
治
合
戦
の
前
兆
と
捉

え
て
も
よ
か
ろ
う
。
一
方
、
こ
の
怪
異
現
象
の
発
生
場
所
で
あ
る
「
佐
介
亭
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
九
条
頼
経
が
鎌
倉
を
追
却
さ
れ
た
時
、

時
盛
の
「
佐
介
亭
」
に
逗
留
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
条
頼
経
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
こ
の
怪
異
は
、
宝
治
合
戦
と
宮
騒
動

と
の
関
連
付
け
を
示
唆
す
る
た
め
に
配
置
さ
れ
た
と
言
よ
う
。

　

要
す
る
に
、
将
軍
や
得
宗
で
は
な
い
人
物
に
か
か
わ
っ
た
災
異
現
象
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
災
異
記
事
は
一
定
の
意
図
に
即
し
な
が

ら
、
た
と
え
ば
特
定
の
事
件
を
特
筆
し
た
り
、
予
兆
し
た
り
す
る
た
め
に
採
択
さ
れ
、
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
吾
妻
鏡
』
は
『
東
鑑
』
と
も
い
う
よ
う
に
、『
吾
妻
鏡
』
の
災
異
記
事
に
「
東
国
」
の
地
域
性
が
想
定
で
き
る
。
災
異
現
象
の

発
生
場
所
に
焦
点
を
当
て
み
る
と
、
鎌
倉
の
ほ
か
に
、
相
模
、
武
蔵
、
伊
豆
、
上
野
、
常
陸
、
陸
奥
、
信
濃
、
美
濃
に
起
き
た
も
の
も
『
吾
妻

鏡
』
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、『
吾
妻
鏡
』
の
災
異
記
事
は
鎌
倉
を
中
心
と
し
た
関
東
地
方
を
対
象
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
二
月
に
関
東
の
名
社
で
あ
る
常
陸
国
の
鹿
嶋
社
に
起
こ
っ
た
火
事
に
対
し
て
、
幕
府
は
あ
ま
り
関
心
を
寄
せ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
百
錬
（
（（
（
抄
』
仁
治
二
年
二
月
十
二
日
条
に
よ
る
と
、
当
日
に
鹿
嶋
社
が
火
事
で
焼
亡
し
た
。
そ
し
て
こ
の
鹿
嶋

社
の
火
事
に
対
し
て
、
朝
廷
は
三
月
十
二
日
に
「
摂
政
家
奉
二

幣
春
日
社
一

。
被
レ

申
二

鹿
嶋
火
事
一

」、
同
月
二
十
七
日
日
に
「
奉
二

幣
三
社
一

（
春
。
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原
。
吉
。）。
被
レ

祈
二

謝
鹿
嶋
火
事
一

」、
四
月
三
日
に
「
摂
政
家
奉
二

幣
大
原
野
。
吉
田
等
一

。
被
レ

祈
二

謝
鹿
嶋
火
事
一

」、
さ
ら
に
十
月
十
七
日
に

「
被
レ

發
遣
二

鹿
島
。
香
取
兩
社
奉
幣
使
（
（（
（

一

」
と
い
う
一
連
の
対
処
を
行
っ
て
い
た
。
一
方
、
今
回
の
鹿
嶋
火
事
に
対
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
に
「
常

陸
國
鹿
嶋
社
焼
亡
。
但
不
レ

開
御
殿
。
奥
御
殿
等
者
不
レ

焼
。
當
社
垂
跡
以
来
。
未
レ

有
二

此
災
一

之
由
。
古
老
之
所
二

相
謂
一

（
（（
（

也
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
以
外
、
幕
府
の
対
応
な
ど
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
武
神
が
祭
ら
れ
た
関
東
の
名
社
に
対
し
て
、
奉
幣
を
通
し
て
火
事
を
祈

謝
し
た
朝
廷
に
比
べ
て
、
幕
府
は
た
だ
関
心
を
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
『
百
錬
抄
』
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
鹿
嶋
社
は
朝
廷
の
奉
幣
を
受
け
て
い
た
唯
一
の
関
東
神
社
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
に
、
鹿
嶋
社
は
朝
廷
に

も
藤
原
氏
に
も
関
係
の
深
い
神
（
（（
（
社
で
あ
る
が
、
同
時
に
武
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
神
社
と
し
て
、
関
東
武
士
た
ち
の
篤
い
信
仰
を
受
け
て
き
た
。

さ
ら
に
、
鹿
嶋
社
は
鎌
倉
幕
府
に
と
っ
て
箱
根
権
現
・
伊
豆
権
現
の
「
二
所
」、
三
嶋
社
に
次
い
で
重
要
な
神
社
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
鹿
嶋
社
の
火
災
に
対
し
て
、
幕
府
は
対
応
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
鹿
嶋
社
に
見
ら
れ
た
災
異
現
象
を
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
探
っ

て
み
る
と
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
二
月
十
二
日
条
の
ほ
か
に
、

﹇
史
料
七
﹈
建
久
二
年
十
二
月
二
十
六
日
条

去
廿
二
日
子
尅
。
常
陸
國
鹿
嶋
社
鳴
動
。
如
二

大
地
震
一

。
聞
者
驚
レ

耳
。
是
爲
二

兵
革
并
大
葬
兆
一

之
由
。
禰
宜
中
臣
廣
親
所
二

註
申
一

也
。

幕
下
有
二

御
謹
慎
一

。
則
以
二

鹿
嶋
六
郎
一

。
被
レ

奉
二

神
馬
一
云
　々
　

﹇
史
料
八
﹈
建
長
二
年
八
月
一
日
条

　
　

常
陸
國
鹿
嶋
社
神
宮
寺
本
尊
。
令
二

汗
降
一

給
之
由
。
注
申
云
　々
　

と
い
う
記
事
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
件
の
災
異
現
象
の
中
で
、
実
際
に
何
ら
か
の
対
処
が
な
さ
れ
た
の
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
の

「
鹿
嶋
社
鳴
動
」
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
専
ら
幕
府
の
注
目
を
浴
び
た
の
は
鎌
倉
の
寺
社
で
あ
る
。
と
く
に
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
に
発
見
さ
れ
、「
神
殿
戸
不
レ

（
（（
（

開
」、

「
社
壇
鳴
（
（（
（

動
」、「
羽
蟻
群
（
（（
（

集
」
の
よ
う
な
災
異
現
象
が
『
吾
妻
鏡
』
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
と
く
に
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
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八
幡
神
の
使
者
と
さ
れ
た
鳩
の
怪
異
で
あ
る
。
源
頼
家
が
失
脚
さ
せ
ら
れ
（
（（
（
る
前
の
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
六
月
三
十
日
条
に
「
鶴
岳
若
宮
寳

殿
棟
上
。
唐
鳩
一
羽
居
。
頃
之
頓
落
レ

地
死
畢
」、
同
七
月
九
日
条
に
「
同
宮
寺
閼
伽
棚
下
。
鳩
一
羽
頭
切
而
死
」
と
い
う
「
鳩
怪
」
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
源
実
朝
が
公
曉
に
殺
害
さ
れ
る
直
前
の
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
正
月
二
十
五
日
に
、「
今
朝
廟
庭
有
二

死
鳩
一

」
と
い
う
怪
異
が

発
見
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
二
人
の
将
軍
に
大
き
な
災
禍
が
起
こ
る
前
に
、
い
ず
れ
も
鶴
岡
の
「
鳩
怪
」
が
現
れ
て
い
た
。
鶴
岡
の
「
鳩
怪
」
は

ま
る
で
将
軍
の
運
命
と
密
接
に
関
連
し
た
怪
異
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
関
東
地
方
を
中
心
と
し
た
幕
府
の
支
配
体
系
が
安
定
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
を
中
心
と
し
た
幕
府
の
信

仰
体
系
も
確
立
し
て
き
（
（（
（
た
と
推
定
さ
れ
る
。
同
時
に
、
鹿
嶋
社
な
ど
の
関
東
寺
社
が
災
異
現
象
の
報
告
な
ど
の
方
式
を
通
し
て
、
幕
府
と
の
つ

な
が
り
を
も
維
持
し
（
（（
（
た
。
し
か
し
、
鎌
倉
周
辺
の
寺
社
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
対
処
に
は
差
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
鎌
倉

の
災
異
こ
そ
が
「
東
国
」
の
災
異
、
幕
府
の
災
異
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
関
東
地
方
の
各
国
に
発
見
さ
れ
た
災
異
現
象
が
『
吾
妻

鏡
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
が
、
災
異
記
事
の
編
纂
は
所
詮
鎌
倉
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
た
。

　

要
す
る
に
、
災
異
記
事
は
関
東
地
方
に
現
れ
、
将
軍
・
得
宗
の
よ
う
な
幕
府
要
人
に
関
わ
り
そ
う
な
も
の
を
核
心
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
事
件
を
提
示
す
る
た
め
に
災
異
現
象
が
配
置
さ
れ
た
り
、
幕
府
の
信
仰
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
災
異
現
象
が
選
別
さ
れ

た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
に
お
い
て
は
、
災
異
現
象
は
採
択
さ
れ
な
が
ら
編
集
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

一
方
、
採
択
さ
れ
た
災
異
現
象
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
図
的
に
省
か
れ
た
災
異
現
象
或
い
は
災
異
認
識
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
再
び
『
平

戸
記
』
の
記
録
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
。

　
四
　
切
り
捨
て
ら
れ
た
災
異
認
識

　

延
応
年
間
（
一
二
三
九
〜
一
二
四
〇
）
に
、
鎌
倉
で
は
三
浦
義
村
、
北
条
時
房
が
相
次
い
で
死
去
し
た
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
三
浦
義
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村
と
北
条
時
房
は
大
中
風
に
よ
っ
て
命
を
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
平
戸
記
』
に
は
二
人
、
さ
ら
に
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
六

月
に
亡
く
な
っ
た
北
条
泰
時
の
死
に
つ
い
て
、
異
な
る
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
と
比
較
す
れ
ば
、【
表
５
】

の
通
り
で
あ
る
。

　
『
平
戸
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
三
浦
義
村
と
北
条
時
房
の
頓
死
は
い
ず
れ
も
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
二
月
二
十
二
日
に
没
し
た
後
鳥
羽

の
怨
霊
の
仕
業
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
延
応
元
年
の
年
末
に
時
房
の
郎
等
・
進
士
右
近
将
監
が
後
鳥
羽
院
と
長
厳
な
ど
が
時
房
の
こ
と

を
召
し
取
り
に
来
る
と
の
夢
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
時
房
の
死
が
ま
す
ま
す
不
思
議
に
思
わ
れ
て
い
た
。
さ
て
、
三
浦
義
村
は
承
久

の
乱
の
際
に
後
鳥
羽
か
ら
離
反
を
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
追
討
の
宣
旨
を
幕
府
に
知
ら
せ
、
東
海
道
軍
の
大
将
の
一
人
と
し
て
京
方
を
破
り
、

戦
後
の
政
務
処
理
に
大
い
に
参
与
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
の
正
月
に
頓
死
し
た
北
条
時
房
の
蹶
起
も
と
く
に
期

さ
れ
て
い
（
（（
（
た
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
は
義
村
と
同
様
に
、
東
海
道
軍
の
大
将
の
一
人
で
あ
り
、
乱
後
に
六
波
羅
探
題
南
方
と
し
て
京
都
に
留
ま
っ

た
人
物
で
あ
る
。
二
人
の
死
が
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
結
び
付
け
ら
れ
た
の
は
、
二
人
と
も
承
久
の
乱
に
関
与
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
仁

治
三
年
（
一
二
四
二
）
六
月
十
五
日
の
北
条
泰
時
の
死
も
、
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
関
連
付
け
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
【
表
５
】
に
示
し
た
よ
う
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
は
、
三
浦
義
村
と
北
条
時
房
の
死
が
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
結
び
つ
け
て
記
さ
れ

た
り
、
理
解
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
時
房
の
郎
等
が
見
た
夢
も
な
い
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
の
仁
治
三
年
の
記

事
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
北
条
泰
時
の
卒
伝
は
確
認
で
き
な
い
。

　

一
方
、
後
鳥
羽
の
怨
念
の
発
動
は
院
の
生
前
か
ら
噂
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
九
月
十
八
日
、
後
堀
河
院
の
中

宮
、
四
条
天
皇
の
母
で
あ
る
藻
璧
門
院
が
死
産
に
よ
り
二
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
ま
た
翌
年
の
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
八
月
六
日
に
、
後

堀
河
院
が
二
十
六
歳
で
死
去
し
た
。
さ
ら
に
、
後
堀
河
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
て
即
位
し
た
四
条
天
皇
も
十
一
歳
で
早
死
し
た
。『
五
代
帝
王
物

語
』
に
「
い
か
に
も
子
細
あ
る
事
な
り
。
後
鳥
羽
院
の
御
怨
念
、
十
楽
院
僧
正
な
ど
の
所
為
に
や
と
ぞ
申
あ
ひ
け
（
（（
（
る
」、『
増
鏡
』
に
「
い
か
に

も
、
か
の
遠
き
浦
々
に
て
沈
み
果
て
さ
せ
給
に
し
御
霊
ど
も
に
（
（（
（

や
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
人
の
死
は
い
ず
れ
も
後
鳥
羽
の
怨
霊
の
仕
業
と
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見
な
さ
れ
て
い
（
（（
（
た
。

　

そ
れ
で
は
、
後
鳥
羽
の
こ
と
は
幕
府
に
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
六
月
十
三
日
条

に
以
下
の
よ
う
な
怪
異
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料
九
﹈『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
六
月
十
三
日
条

山
僧
之
下
法
師
説
云
、
近
日
志
賀
浦
三
井
寺
領
之
境
濱
栽
梨
木
、
件
梨
木
邊
異自天
降鳥
来
集
、
其
鳥
大
如
二

唐
鳩
一

、
色
青
黒
、
翅
甚
廣
、
引
展
二

之

一

三
尺
五
寸
許
、
羽
数
多
也
、
有
二

四
足
一

、
其
足
如
二

水
鳥
一

、
居
水
上
又
在
レ

濱
不
レ

懼
、
人
々
集
取
レ

之
、
其
鳥
甚
弱
、
人
取
レ

之
見
弄
之
間
、

不
レ

経
レ

程
死
、
其
始
不
レ

知
レ

数
、
数
日
之
間
人
競
取
、
漸
其
数
少
、
或
者
食
二

其
鳥
一

、
即
時
死
了
云
　々
　

　

こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
四
足
の
鳥
は
「
隠
岐
の
掾
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
（
（（
（
う
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
怪
鳥
飛
来
の
怪
異
は
承
久
の
乱
で
隠
岐
に
流

さ
れ
た
後
鳥
羽
院
に
つ
な
げ
ら
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
（
（（
（
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
怪
異
が
発
見
さ
れ
た
直
後
に
、
鎌
倉
で
は
、

大
江
広
元
と
北
条
政
子
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
（
（（
（
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
当
時
の
執
権
北
条
泰
時
は
京
都
に
い
る
北
条
時
房
に
、

「
三
帝
二
王
重
可
レ

奉
二

禁
固
（
（（
（

一

」
と
い
う
下
知
を
下
し
た
。
つ
ま
り
流
罪
と
し
た
三
上
皇
と
二
皇
子
の
厳
重
な
警
固
と
い
う
処
置
を
命
じ
て
い
た
。

ま
た
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
に
九
条
道
家
が
後
鳥
羽
と
順
徳
の
還
京
を
幕
府
に
提
案
し
た
が
、「
家
人
等
一
同
申
二

不
レ

可
レ

然
一

」
と
い
う

内
容
の
北
条
泰
時
の
書
状
が
送
ら
れ
て
き
（
（（
（
た
。
か
く
し
て
、
幕
府
で
は
、
ま
さ
に
後
鳥
羽
を
「
謀
反
」
の
首
謀
者
と
見
な
し
て
厳
し
い
処
置
方

針
を
貫
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
こ
で
、
三
浦
義
村
、
北
条
時
房
と
北
条
泰
時
の
死
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
三
浦
義
村
と
北
条
時
房
の
死
と
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
の
関
係

が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
な
い
の
は
、
か
か
る
災
異
認
識
が
武
家
に
は
な
い
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
意
図
的
に
削
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
三
浦
義
村
と
北
条
時
房
は
得
宗
で
は
な
い
が
、
幕
府
の
要
人
と
し
て
、
彼
ら
の
運
命
に
関
わ
っ
た
災
異
現
象
が
意
図
的
に
回
避
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
災
異
認
識
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
後
鳥
羽
に
対
す
る
幕
府
の
処
置
方
針
が
一
貫
さ
れ
て
い
た
こ

と
の
表
れ
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
災
異
認
識
の
切
り
捨
て
を
通
し
て
、
後
鳥
羽
の
怨
霊
化
を
否
定
し
て
、
承
久
の
乱
に
お
け
る
京
都
攻
撃
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と
戦
後
処
理
の
正
当
化
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、『
吾
妻
鏡
』
は
北
条
泰
時
が
死
ん
だ
時
の
巻
を
欠
い

て
い
る
が
、
泰
時
の
死
に
関
す
る
記
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
の
関
連
付
け
は
見
ら
れ
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。

　

他
方
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
五
月
に
起
こ
っ
た
宮
騒
動
は
、『
神
明
（
（（
（
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
の
怨
霊
の
仕
業
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
三
浦
義
村
ら
三
人
の
死
去
と
同
じ
よ
う
に
、
宮
騒
動
と
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
の
関
係
も
『
吾
妻
鏡
』
に
見
て
取
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
寛
元
四
年
ま
で
に
後
鳥
羽
の
怨
霊
に
よ
っ
て
呪
い
殺
さ
れ
た
人
々
│
│
京
都
で
は
後
堀
河
院
・
藻
壁
門
院
・
四
条
天
皇
、
鎌
倉
で
は
三
浦

義
村
・
北
条
時
房
・
泰
時
│
│
は
、
後
鳥
羽
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
り
、
承
久
の
乱
に
参
与
し
た
り
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
宮
騒
動
に
関
わ
っ
た
の
は
、
九
条
頼
経
を
中
心
と
し
た
将
軍
派
と
北
条
時
頼
を
は
じ
め
と
す
る
執
権
派
の
人
々
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
後

鳥
羽
と
は
無
関
係
な
人
物
と
言
っ
て
も
よ
い
。
な
お
か
つ
、
宮
騒
動
は
幕
府
内
部
の
騒
乱
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
宮
騒
動
は
い
か
に
後
鳥

羽
の
怨
霊
と
結
び
付
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
か
か
る
関
連
付
け
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、『
神
明
鏡
』
の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
も

よ
か
ろ
う
、
さ
ら
に
幕
府
要
人
の
凶
事
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
の
変
事
と
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
の
関
係
に
関
す
る
災
異
認
識
も
意
図
的
に
忌
避
さ
れ

て
い
た
と
推
断
さ
れ
よ
う
。

　

実
際
に
、
北
条
泰
時
が
死
去
し
た
直
後
の
六
月
二
十
六
日
に
、
朝
廷
は
顕
徳
院
の
諡
号
を
後
鳥
羽
に
改
め
（
（（
（
た
。
鎌
倉
で
は
、
寛
元
二
年

（
一
二
四
四
）
六
月
四
日
、
同
九
月
十
五
日
、
翌
年
六
月
三
日
に
後
鳥
羽
追
福
の
た
め
、
九
条
頼
経
の
主
催
で
お
経
を
供
養
し
た
り
、
法
事
を

し
た
り
し
て
い
（
（（
（
た
。
つ
ま
り
、
後
鳥
羽
の
怨
霊
に
関
す
る
認
識
は
、
と
う
と
う
泰
時
の
死
後
に
表
面
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
後
鳥
羽
が

亡
く
な
っ
た
の
は
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
で
あ
る
の
に
、
頼
経
に
よ
る
追
福
は
そ
の
五
年
後
の
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
で
あ
り
、
し
か
も

彼
が
将
軍
を
辞
任
し
た
直
後
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
頼
経
が
辞
任
前
後
の
経
緯
を
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
北
条
泰
時
の
晩
年
に
な
る
と
、
将
軍
の
政
所
下
文
は
泰
時
を
含
め
多
く

の
別
当
が
署
判
を
加
え
る
形
式
に
変
わ
っ
て
、
源
実
朝
晩
年
の
時
期
と
同
じ
よ
う
な
下
文
が
登
場
し
て
き
た
。
こ
れ
は
将
軍
派
の
台
頭
及
び
執

権
勢
力
の
後
退
を
意
味
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
（（
（

る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
お
い
て
、
泰
時
の
後
を
継
い
だ
経
時
は
庭
中
の
制
度
を
設
け
た
。
さ
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ら
に
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
の
四
月
に
、
天
変
を
契
機
に
頼
経
が
将
軍
職
を
子
の
頼
嗣
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
頼
経
は
何
度
か

還
京
を
予
告
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
た
び
に
上
洛
を
延
期
し
て
鎌
倉
に
留
ま
り
、
出
家
し
た
後
に
「
大
殿
」
と
呼
ば
れ
て
幕
府
内
部
に
隠
然
た

る
勢
力
を
保
持
し
て
い
（
（（
（
た
。
そ
こ
か
ら
、
将
軍
派
と
執
権
派
と
の
対
抗
が
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
頼
経
の
辞
任
も
結
局
そ
の
対
立
に

よ
っ
て
、
断
行
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
す
る
と
、
将
軍
派
と
執
権
派
と
の
対
抗
の
最
中
に
行
わ
れ
た
後
鳥
羽
の
追
善
を
単
な
る
慰
霊
の
儀
式
と
捉
え
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

明
ら
か
に
北
条
泰
時
以
来
の
後
鳥
羽
政
策
に
背
い
て
い
た
頼
経
の
こ
の
行
動
に
は
、「
纔
雖
レ

帯
二

将
軍
之
吊
一

、
猶
以
レ

在
二

幼
稚
之
齢
一

、
然
間

彼
義
時
朝
臣
、
偏
仮
二

言
詞
於
レ

教
命
一

、
恣
致
二

裁
断
於
レ

都
鄙
（
（（
（

一

」
と
い
う
理
由
で
北
条
義
時
を
追
討
し
た
後
鳥
羽
の
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
将

軍
を
幕
府
の
象
徴
的
存
在
に
し
て
幕
政
を
専
断
し
た
得
宗
家
と
対
決
す
る
政
治
構
想
及
び
動
向
が
潜
在
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
換
言
す

れ
ば
、
後
鳥
羽
を
追
慕
す
る
と
い
う
将
軍
派
の
政
治
的
方
向
付
け
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
宮
騒
動
を
後
鳥
羽

の
怨
霊
と
関
連
付
け
て
捉
え
て
も
無
理
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
神
明
鏡
』
の
説
に
し
た
が
っ
て
、
宮
騒
動
を
後
鳥
羽
の
怨
霊
の
仕
業

と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
北
条
氏
の
も
と
で
編
纂
さ
れ
た
『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
後
鳥
羽
の
怨
霊
に
関
す
る
災
異
認
識
が
依
然
と

し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
も
こ
れ
で
理
解
で
き
る
。

　

要
す
る
に
、
承
久
の
乱
後
の
幕
府
に
お
い
て
は
、
後
鳥
羽
に
対
す
る
処
置
の
み
な
ら
ず
、
後
鳥
羽
の
怨
霊
に
関
す
る
忌
避
も
厳
し
か
っ
た
の

で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
三
浦
義
村
、
北
条
時
房
と
泰
時
の
死
、
さ
ら
に
宮
騒
動
と
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
の
関
連
付
け
が
切
り
捨
て
ら
れ

た
こ
と
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
災
異
認
識
に
対
す
る
意
図
的
な
回
避
が
幕
府
の
特
定
の
政
治
的
意
図
│
│
承
久
の
乱
後
の
政
治
体

制
の
肯
定
│
│
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、『
吾
妻
鏡
』
を
通
し
て
鎌
倉
幕
府
の
災
異
を
考
察
し
、
幕
府
ま
た
は
武
家
の
歴
史
を
も
と
に
し
た
幕
府
独
自
の
災
異
体
系
が
確
立
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
公
家
の
日
記
と
の
対
照
を
通
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
災
異
記
事
の
編
纂
が
一
定
の
方
針
に
沿
っ

て
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
災
異
現
象
を
記
す
が
、
災
異
の
効
験
な
ど
を
削
除
す
る
と
い
う
基
本
方
針
の
上
に
、
将
軍

を
は
じ
め
と
し
た
要
人
を
中
心
に
、
様
々
な
災
異
現
象
が
忌
避
さ
れ
て
編
纂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
定
の
意
図
に
即
し
て
、
災

異
現
象
に
対
す
る
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た
。
曽
我
兄
弟
の
敵
討
ち
な
ど
の
事
件
を
提
示
し
た
り
す
る
た
め
に
災
異
現
象
が
配
置
さ
れ
た
り
、
幕

府
の
信
仰
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
災
異
現
象
が
採
択
さ
れ
た
り
、
承
久
の
乱
に
お
け
る
幕
府
の
措
置
と
戦
後
処
理
を
正
当
付
け
る
た
め
に
幕
府
要

人
の
死
及
び
宮
騒
動
と
後
鳥
羽
の
怨
霊
と
関
連
付
け
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。

　

本
稿
は
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
災
異
記
事
に
注
目
し
、
そ
の
記
事
の
編
纂
方
針
及
び
意
義
に
関
す
る
基
本
的
な
考
察
を
試
み
た
が
、
承
久
の

乱
と
後
鳥
羽
の
怨
霊
の
こ
と
に
も
若
干
触
れ
た
。
さ
ら
に
深
い
考
察
は
別
の
機
会
に
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
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【表 1】関東寛元三年年頭の災異現象表

関東火災不可説云々、又大雪下云々、其深四尺云々、希代之由武家稱

之、將軍有事之時前々必有大雪下云々、賴家卿之時者二尺、實朝公之

時者三尺、今度四尺無其例、其災殃定超彼時歟之由、各以存知云々

又正月雷鳴事賴朝卿事之時者元日也、賴家卿事之時者三日也、實朝公

事之時者八日也、代々正月雷鳴之時、將軍有災云々、可恐々々

傳聞、關東除夜并元日雷鳴云々、元日雷令落云々、又彼元日其所八幡

宮賴朝卿執政之時奉鎮座云々、鳥居三基同時顛倒云々武士等抱恐云々

傳聞、去正月廿一日關東又雷電大風云々、武士等殊成恐云々、正月雷

前々必果其災禍之故云々、今年正月及兩度、誠可然歟、承久三年正朔

大風、今年又如此云々

年月日

（寛元 3）

1.11

1.11

1.15

1.16

1.18

1.19

1.22

1.21

1.27

2.26

『吾妻鏡』の災異記事

風烈、及深更雷鳴

戌尅、雷鳴兩聲

月蝕正見

卯尅地震

未剋地震

巳剋雷鳴

客星出現

『平戸記』の災異記事
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【表 2】関東冬・正月雷鳴の先例表

源頼朝

源頼家

源実朝

源実朝

北条義時

北条政子

雷鳴の年月日（『平戸記』）

（建久 10）1.1

（建仁 3）1.3

（建保 7）1.8

（建保 6）冬

（貞応 2）冬

（貞応 3）冬

雷鳴の年月日（『吾妻鏡』）

（建仁 2）12.24

（貞応 2）11.29/30

（貞応 3）11.13/15

関連人物

【表 3】『吾妻鏡』承久元年・二年の災異現象表
年月日

（承久元）

19.22

11.21

12.24

（承久 2）

11.12

11.29

12.16

12.26

13.29

17.23

19.25

10.11

11.21

12.22

12.24

自申一點。至戌四剋。鎌倉中燒亡。

寅刻大風。巳尅風休止之後。相州新造亭顛倒。卜筮之所告。頗不快云々。

子刻。故右府將軍亭當時二品居所。燒亡。 失火云云。

卯尅地震。

入夜。窟堂邊燒亡。

丑刻。大町以南燒亡。北風頻扇。南延至濱。

亥刻。大町上失火。於武州亭前火止訖。

酉刻。窟堂邊民居數十宇災。 

自去夜半雨降。辰尅風雨尤甚。鎌倉中人家。或爲風顛倒。或依水流失。河溝邊卜居之輩

多死亡。近來無比類云云。

酉剋。大野右近入道。工藤八郎左衛門尉等宅依失火災。右京兆舘希有免餘炎云云。 

亥尅。町邊燒亡。南北二町餘災。相摸次郎入道行念。大夫尉惟信等家在其中云云。

寅刻。雷鳴數聲。

寅尅地震。同時。永福寺内僧坊兩三宇燒失。 

燒亡。民部大夫行盛。内藤左衛門尉盛家等宅災。

災　異　記　事
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【表 4】『吾妻鏡』の災異記事に登場する人物表

源頼朝

大庭景能［1］

工藤祐経［2］

北条政子

北条義時

九条頼経

九条頼経

北条義時

九条頼経

九条頼経

九条頼経

竹御所

北条泰時

九条頼経

北条時盛［3］

九条頼嗣

北条時宗

文治 2.12.14

文治 4.11.18

建久 4.11.15

建保 7.12.15

承久 3.16.18

貞応 2.14.16

貞応 2.14.28

貞応 2.12.13

貞応 3.13.14

貞応 3.13.18

安貞 2.12.17

安貞 2.19.20

延応 2.14.18

仁治 2.18.15

寛元 5.11.30

建長 2.12.11

弘長 3.15.17

營北山本。狐生子。其子入御丁臺

今暁於大庭平太景能宅庭。狐斃

工藤左衛門尉祐經家。恠鳥飛入

二品御悵臺内。烏飛入

鎌倉雷落于右京兆舘之釜殿

鼠奉喰御衣事

令懸烏糞給

奥州御亭有光物

若君御亭南廊御蔀上。烏作巣

若君御亭釜殿釜耳。蔬生

將軍家御衣。鳶糞令懸給

竹御所寢殿南面格子内。犬一疋忽然出來。伏疊上

前武州御亭御廐侍鳴

将軍出御時剣抜落簀子上

越後入道勝圓佐介亭後山。光物飛行

幕府南庭。連夜狐吟

鷺集于左典廐御亭。頃之指永福寺山飛去

年 月 日 災　異　記　事 関連人物
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【表 5】三浦義村・北条時房・北条泰時の卒伝表

未時。前駿河守正五位下平朝臣義村卒。頓

死。大中風云々。 

今暁正四位下行修理権大夫平朝臣時房卒。

六十六。自昨日辰刻被口籠。去夜絶入。是若

大中風歟云々。今日午刻卒去之由。雖及披

露。真実閉眼者。今暁丑時云々。

人口云、去年歳暮義村頓死、今年又時房頓

死、偏是顯院禦所為云々、關東中偏以御顯

現云々、其上時房郎等男、稱進士右近將監、

不知交名、去年歳暮有不可説之夢想、是顯

院長嚴僧正等、時房可被召取之由也、果而

有此事云々

前武州泰時入道去十五日夜已殞命云々（中

略）去十日殊減氣勸食事、自十一日又更發、

十二日又發、自十五日未刻氣、前後不覺、温

氣如火、人以不寄付其傍、亥刻辛苦惱亂、

其氣絶了云々（中略）顯院御靈顯現、有不

可説事等云々

年月日

延応1.12.15

延応2.11.24

延応2.11.28

仁治3.16.20

『吾妻鏡』の記事『平戸記』の記事
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注（
1
）　
『
古
事
記
』、『
風
土
記
』
な
ど
の
古
記
録
に
は
、
大
物
主
神
が
起
こ
し
た
疫
病
に
対
し
て
、
祈
攘
の
た
め
そ
の
子
孫
に
祀
ら
せ
た
り
、
在
地
の
荒
ぶ

る
神
々
が
災
害
を
起
こ
し
祭
祀
に
よ
っ
て
鎮
撫
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
話
が
見
ら
れ
る
。

（
2
）　

い
わ
ゆ
る
天
人
相
関
の
災
異
思
想
と
は
、
中
国
漢
代
の
儒
学
者
、
董
仲
舒
が
天
人
相
関
の
思
想
や
陰
陽
五
行
説
を
も
と
に
し
て
提
起
し
た
災
異
に
関

す
る
思
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
君
が
悪
政
を
行
え
ば
、
天
は
災
異
を
起
こ
し
、
人
君
を
譴
責
し
、
な
お
不
徳
を
反
省
し
な
け
れ
ば
、
王
朝
で
も
滅

ぼ
す
と
い
う
説
で
あ
る
。

（
3
）　

榎
本
福
寿
「
日
本
書
紀
の
災
異
関
連
記
述
を
読
む
│
日
本
書
紀
の
文
献
学
を
め
ざ
す
試
み
│
」（『
日
本
史
研
究
』
四
九
八
号
、
二
〇
〇
五
年
）

（
4
）　

本
稿
で
は
、
天
変
と
と
も
に
、
人
の
不
安
を
引
き
起
こ
す
災
害
、
自
然
界
の
法
則
に
則
ら
ぬ
異
常
な
現
象
を
災
異
現
象
、
災
異
現
象
を
記
す
記
録
を

災
異
記
事
と
す
る
。
災
異
現
象
の
中
で
、
災
異
（
変
事
の
前
兆
な
ど
）
と
認
定
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
災
異
と
し
て
論
述
を
展
開
す
る
。

（
5
）　

律
令
期
の
災
異
に
関
す
る
研
究
は
榎
本
福
寿
「
日
本
書
紀
の
災
異
関
連
記
述
を
読
む
│
日
本
書
紀
の
文
献
学
を
め
ざ
す
試
み
│
」
の
ほ
か
に
、
江
畑

武
「
推
古
・
舒
明
・
皇
曲
三
紀
の
災
異
記
事
」（『
日
本
書
紀
研
究
』、
一
九
七
一
年
）、
松
本
卓
哉
「
律
令
国
家
に
お
け
る
災
異
思
想
│
そ
の
政
治
批
判

の
要
素
の
分
析
│
」（『
古
代
王
権
と
祭
儀
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）、
山
下
克
明
「
災
害
・
怪
異
と
天
皇
」（『
岩
波
講
座 

天
皇
と
王
権
を
考
え

る
・
八
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
小
林
宣
彦
「
律
令
期
に
お
け
る
災
異
へ
の
対
処
と
そ
の
思
想
的
背
景
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
│
神
・
仏
・
天

の
う
ち
神
祇
の
対
処
を
中
心
に
│
」（『
神
道
宗
教
』、
二
〇
〇
五
年
）、
細
井
浩
志
『
古
代
の
天
文
変
異
と
史
書
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
三

宅
和
朗
『
古
代
の
王
権
祭
祀
と
自
然
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
榎
村
寛
之
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
人
々
と
フ
シ
ギ
ナ
コ
ト
」（『
怪
異
学
の
可
能

性
』、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
の
論
考
が
見
ら
れ
る
。

（
6
）　

鎌
倉
幕
府
の
災
異
に
関
す
る
論
考
は
、
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』（
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
）、
笹
本
正
治
『
鳴
動
す
る
中
世　

怪
音
と
地

鳴
り
の
日
本
史
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
谷
口
榮
「
鎌
倉
を
取
り
巻
く
生
物
た
ち
」（
佐
藤
和
彦
・
谷
口
榮
編
『
吾
妻
鏡
事
典
』、
東
京
堂
出
版
、

二
〇
〇
七
年
）、
山
田
雄
司
「
鎌
倉
時
代
の
怪
異
」（『
怪
異
学
の
可
能
性
』、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

（
7
）　

山
田
雄
司
「
鎌
倉
時
代
の
怪
異
」（『
怪
異
学
の
可
能
性
』、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）

（
8
）　
『
吾
妻
鏡
』
の
史
料
と
し
て
の
価
値
に
関
す
る
論
考
は
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
近
代
に
お
い
て
は
原
勝
郎
『
吾
妻
鏡
の
性
質
及
其
史
料

と
し
て
の
価
値
』（『
史
学
雑
誌
』
第
九
編
第
五
、六
号
、
一
八
九
八
年
五
、六
月
）、
八
代
国
治
『
吾
妻
鏡
の
研
究
』（
藝
林
舎
、
一
九
七
六
年
）
な
ど
が

あ
る
。
い
ず
れ
の
論
考
も
『
吾
妻
鏡
』
に
北
条
得
宗
家
を
顕
彰
し
た
り
、
得
宗
家
の
行
動
を
正
当
化
し
た
り
す
る
た
め
の
曲
筆
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
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（
9
）　

本
稿
で
は
、「
特
筆
」
を
と
く
に
取
立
て
て
記
す
と
い
う
意
味
で
使
う
。

（
10
）　

五
味
文
彦
『
増
補　

吾
妻
鏡
の
方
法
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
11
）　

本
稿
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

吾
妻
鏡
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
二
年
版
）
を
使
用
す
る
。

（
12
）　

本
稿
の
怪
異
は
現
代
日
本
語
の
怪
異
と
異
な
り
、
文
献
上
の
「
怪
異
」（
自
然
界
の
法
則
に
則
ら
ぬ
異
常
現
象
）
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

以
下
で
括
弧
を
省
略
す
る
。

（
13
）　
『
日
本
霊
異
記
』
に
小
子
部
連
栖
軽
は
雷
神
を
捕
ま
え
、
死
後
雷
神
に
墓
の
碑
文
の
柱
を
蹴
り
破
ら
れ
た
話
（『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
一
話
）
や
、

延
長
八
年
の
清
涼
殿
落
雷
事
件
を
契
機
に
雷
神
と
結
び
付
け
ら
れ
た
菅
原
道
真
の
話
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
14
）　
『
漢
書
』
を
は
じ
め
と
し
た
中
国
正
史
の
「
五
行
志
」
に
お
い
て
、
雷
電
が
天
人
相
関
の
災
異
説
に
よ
っ
て
、「
水
不
潤
下
」
の
災
異
の
一
つ
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）　

本
稿
は
『
増
補
史
料
大
成　

平
戸
記
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
を
使
用
す
る
。

（
16
）　
『
平
戸
記
』
の
成
立
が
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
は
や
い
の
で
、『
吾
妻
鏡
』
編
纂
の
際
に
『
平
戸
記
』
が
原
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
本

稿
は
こ
の
問
題
を
追
究
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
17
）　
『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
正
月
二
十
二
日
条

　
　
　

三
合
と
は
、
一
年
に
太
歳
・
太
陰
・
客
気
の
三
神
が
合
す
る
こ
と｡

陰
陽
道
で
い
う
厄
年
の
一
つ
、
こ
の
年
は
災
厄
が
多
い
と
さ
れ
た
。

（
18
）　
『
平
戸
記
』
仁
治
元
年
十
一
月
十
七
日
条

（
19
）　

同
右

（
20
）　

四
件
の
雷
鳴
記
事
に
お
い
て
、
史
料
三
、四
に
記
さ
れ
て
い
る
雷
鳴
が
災
異
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
日
に
行
わ
れ
た
対
処
の
祈
祷
や
奉
納
か
ら
分
か
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
史
料
五
と
六
に
見
ら
れ
る
雷
鳴
は
、
冬
至
と
大
晦
日
と
い
う
特
定
の
時
点
に
起
き
た
だ
け
に
、
間
違
い
な
く
災
異
と
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

（
21
）　
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
承
久
元
年
三
月
十
五
日
に
、
北
条
義
時
は
「
是
今
度
以
忠
綱
朝
臣
被
仰
下
条
々
事
勘
答
並
将
軍
御
下
向
事
等
也
」
と
い
う

目
的
で
、
北
条
政
子
の
御
使
と
し
て
上
洛
し
た
の
で
、
後
鳥
羽
の
要
求
が
当
時
拒
否
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
22
）　

宗
光
流
罪
記
事
は
『
仁
和
寺
日
次
記
』（
黒
川
春
村
編
『
歴
代
残
闕
日
記
』
巻
七
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
承
久
元
年
八
月
十
六
日
条
に
見
え
る
。

ま
た
「
承
久
元
年
八
月
二
十
三
日
北
条
時
政
書
状
写
」、「
承
久
元
年
九
月
十
六
日
北
条
義
時
下
知
状
案
」
と
い
う
書
状
が
『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
四
三
号
、

二
五
四
四
号
（
竹
内
理
三
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
）
に
見
ら
れ
る
。

（
23
）　
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
十
九
日
条
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（
24
）　

谷
昇
「
承
久
の
乱
に
至
る
後
鳥
羽
上
皇
の
政
治
課
題
│
承
久
年
中
「
修
法
群
」
の
意
味
│
」（『
立
命
館
文
学
』
五
八
八
、二
〇
〇
五
年
）

（
25
）　

杉
橋
隆
夫
「
後
鳥
羽
上
皇
の
政
権
構
想
│
承
久
挙
兵
の
意
図
│
」（『
別
冊
歴
史
読
本　

後
鳥
羽
上
皇
』、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
）

（
26
）　

中
世
に
お
い
て
、
祈
祷
が
国
家
や
領
主
権
力
を
支
え
る
暴
力
装
置
・
戦
闘
行
為
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
平
雅
行
氏
が
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』

（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
27
）　

上
皇
・
朝
廷
に
敵
対
す
る
「
悪
」
を
緩
和
す
る
た
め
、
幕
府
が
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
上
横
手
雅
敬
氏
が
「
戦
争
の
勝
因
と
敗
因
」（
藤
井
忠
俊
、

新
井
勝
紘
編
『
戦
い
と
民
衆
』、
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
い
う
論
考
で
指
摘
し
て
い
る
。

（
28
）　

注
十　

三
一
一
ペ
ー
ジ
参
照

（
29
）　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
六
月
三
十
日
条

（
30
）　

北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社
、 

二
〇
〇
一
年
）

（
31
）　

宝
治
合
戦
の
前
に
、
佐
介
亭
に
現
れ
た
光
物
の
ほ
か
に
、
宝
治
元
年
正
月
二
十
九
日
に
「
羽
蟻
群
飛
、
充
滿
鎌
倉
中
」、
二
月
一
日
に
鶴
岡
八
幡
宮

寺
で
は
「
御
戸
数
刻
不
被
開
」、
三
月
十
一
日
に
「
由
比
濱
潮
變
色
、
赤
而
如
血
」、
三
月
十
二
日
に
「
大
流
星
自
艮
方
行
坤
」
な
ど
の
災
異
現
象
が
発

見
さ
れ
て
い
た
。

（
32
）　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

百
錬
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
版
）

（
33
）　
『
百
錬
抄
』
仁
治
二
年
三
月
十
二
日
条
、
同
月
二
十
七
日
条
、
四
月
三
日
条
、
十
月
十
七
日
条

（
34
）　
『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
二
月
十
二
日
条

（
35
）　

三
宅
和
朗
『
古
代
の
王
権
祭
祀
と
自
然
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

（
36
）　
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
二
年
二
月
一
日
条

（
37
）　
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
三
年
十
一
月
六
日
条

（
38
）　
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
二
年
四
月
八
日
条

（
39
）　
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
建
仁
三
年
九
月
七
日
に
頼
家
が
出
家
し
、
さ
ら
に
同
二
十
九
日
に
伊
豆
国
へ
追
放
さ
れ
た
。

（
40
）　

上
横
手
雅
敬
「
源
頼
朝
の
宗
教
政
策
」（『
中
世
の
寺
社
と
信
仰
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）

（
41
）　

災
異
の
報
告
を
通
し
て
、
朝
廷
の
関
心
を
高
め
、
そ
の
経
済
的
な
援
助
を
ね
ら
う
と
い
う
諸
社
の
動
向
が
院
政
期
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
き
た
と
い
う

村
山
修
一
氏
の
説
が
あ
る
。（
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』、
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
四
六
ペ
ー
ジ
）

（
42
）　

野
口
実
「
承
久
の
乱
」（『
後
鳥
羽
の
す
べ
て
』、
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
九
年
）

（
43
）　
『
五
代
帝
王
物
語
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
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（
44
）　
『
新
訂
増
補
国
史
体
系　

増
鏡
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）

（
45
）　

後
鳥
羽
の
怨
霊
に
関
し
て
は
、
松
林
靖
明
「『
承
久
記
』
と
後
鳥
羽
院
の
怨
霊
」（『
日
本
文
学
』
三
四
・
五
、一
九
八
五
年
）、
今
野
慶
信
「
後
鳥
羽
院

の
怨
霊
│
利
用
さ
れ
る
怨
霊
」（
鈴
木
彰
、
樋
口
州
男
編
『
後
鳥
羽
院
の
す
べ
て
』、
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
の
論
考
を
参
考
す
る
。

（
46
）　
『
明
月
記
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
版
）
嘉
禄
元
年
六
月
十
三
日
条

（
47
）　

久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
と
そ
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

（
48
）　
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
元
年
六
月
十
日
条
、
七
月
十
一
日
条

（
49
）　
『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
六
月
二
十
八
日
条

（
50
）　
『
明
月
記
』
文
暦
二
年
五
月
十
四
日
条

（
51
）　
『
神
明
鏡
』（『
史
籍
集
覧
』
第
二
冊
、
す
み
や
書
房
、
一
九
六
七
年
）

（
52
）　
『
平
戸
記
』
仁
治
三
年
六
月
二
十
六
日
条

（
53
）　
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
六
月
四
日
条
、
同
三
年
六
月
三
日
条

（
54
）　

工
藤
勝
彦
「
九
条
頼
経
・
頼
嗣
将
軍
期
に
お
け
る
将
軍
権
力
と
執
権
権
力
」（『
日
本
歴
史
』
五
一
三
、一
九
九
一
年
）

　
　
　

五
味
文
彦
「
京
・
鎌
倉
の
王
権
」（『
日
本
の
時
代
史
・
八
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

（
55
）　

石
井
進
『
石
井
進
の
世
界
・
一
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

（
56
）　

竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
四
六
号
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
）


